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入間市下水道条例新旧対照表 

改正案 現 行 

（指定の申請） （指定の申請） 

第９条の２ 略 第９条の２ 略 

２ 略 ２ 略 

３ 前項の申請書には次に掲げる書類を添えな

ければならない。 

３ 前項の申請書には次に掲げる書類を添えな

ければならない。 

 ⑴ 次条第１項第４号アからカまでのいずれ

にも該当しない者であることを誓約する書

類 

 ⑴ 次条第１項第４号アからオまでのいずれ

にも該当しない者であることを誓約する書

類 

 ⑵～⑺ 略  ⑵～⑺ 略 

（指定の基準） （指定の基準） 

第９条の３ 管理者は、前条第１項の指定の申請

をした者が次の各号のいずれにも適合してい

ると認めるときは、同項の指定を行う。 

第９条の３ 管理者は、前条第１項の指定の申請

をした者が次の各号のいずれにも適合してい

ると認めるときは、同項の指定を行う。 

⑴～⑶ 略 ⑴～⑶ 略 

⑷ 次のいずれにも該当しない者であること。 ⑷ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を 

得ない者 

ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破 

産者で復権を得ないもの 

イ～エ 略 イ～エ 略 

オ 精神の機能の障害により排水設備等の

新設等の工事の事業を適正に営むに当た

つて必要な認知、判断及び意思疎通を適切

に行うことができない者 

 

カ 法人であつて、その役員のうちにアから

オまでのいずれかに該当する者があるも

の 

オ 法人であつて、その役員のうちにアから

エまでのいずれかに該当する者があるも

の 

２ 略 ２ 略 

（責任技術者の登録の資格） （責任技術者の登録の資格） 

第９条の７ 略 第９条の７ 略 

２ 管理者は、次の各号の一に該当する者に対し

ては、責任技術者の登録を行わないことができ

る。 

２ 管理者は、次の各号の一に該当する者に対し

ては、責任技術者の登録を行わないことができ

る。 

⑴ 破産手続開始の決定を受けて復権を得な

い者 

⑴ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産

者で復権を得ないもの 
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⑵ 略 ⑵ 略 

⑶ 精神の機能の障害により責任技術者の職

務を適正に営むに当たつて必要な認知、判断

及び意思疎通を適切に行うことができない

者 

 

３ 責任技術者又はその法定代理人若しくは同

居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障

害を有することにより認知、判断及び意思疎通

を適切に行うことができない状態となつたと

きは、市長にその旨を届け出るものとする。 

 

４ 略 ３ 略 

（変更の届出） （変更の届出） 

第９条の12 指定下水道工事店は、営業所の名称

及び所在地その他管理者が定める事項に変更

があつたとき、第９条の３第１項第４号ア、オ

若しくはカのいずれかに該当するに至つたと

き、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃

止し、休止し、若しくは再開したときは、管理

者が定めるところにより、その旨を管理者に届

け出なければならない。 

第９条の12 指定下水道工事店は、営業所の名称

及び所在地その他管理者が定める事項に変更

があつたとき、又は排水設備等の新設等の工事

の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したと

きは、管理者が定めるところにより、その旨を

管理者に届け出なければならない。 

 


